
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

学習用タブレット端末(iPad) 

スクリーンタイム設定手順 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月 

世田谷区教育委員会 
 

 
 

hidakay
テキストボックス
（注）スクリーンタイム機能は令和４年１２月中旬以降、遠隔管理ツール　　　を通してインターネット経由で順次提供され、利用可能となりま　　　す。端末によっては利用可能となるまでに時間がかかる場合がござ　　　いますので、今しばらくお待ちください。また、インターネットに　　　接続されない端末についてはスクリーンタイム機能は提供されませ　　　んので、ご注意ください。
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【重要！スクリーンタイム設定上の注意事項】 

学校に登校している時間帯は使用制限をかけないよう、お願いいたします。 

万一、授業中に端末がスクリーンタイムの設定により利用不可となった場合、学校では 

設定解除等の個別対応は行いませんので、ご承知おきください。 
 
 
 

 

※本手順は、令和４年２月に品川区教育委員会が作成、公表した「スクリーンタイム 

設定方法」（以下URL参照）をベースに作成しています。 
 
【参考出典：品川区教育委員会「スクリーンタイム設定方法」】 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20210413185946_6.pdf 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20210413185946_6.pdf


2  

スクリーンタイムの設定方法 
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指定した時間帯でiPadの使用制限を行うことが可能です。 

※学校に登校している時間帯は使用制限をかけないよう設定してください。 
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